
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月 11 日、ハイトピア伊賀にて平成 30

年度以降からの施行を目指す伊賀市の土地

利用条例についての説明会がありました。 

 伊賀市では現在 4 つの都市計画区域（上

野、阿山、伊賀、青山）があり合併前の各

市町村の土地利用制度が混在しています。

これを次の基本的な考え方に基づき新しい

土地利用条例を運用して、地域の生活拠点

の確保や地域コミュニティの維持、地域活

力の向上等を図っていきたいとの説明がさ

れました。 

イ）４つの都市計画区域を１つに纏める。 

ロ）上野都市計画区域にある市街化区域と 

  市街化調整区域の線引きを見直す。（無 

  くする方向） 

ハ）現在市街化区域に設定している用途地 

  域（商業地域、工業地域、第二種住居 

  地域等）は残す。 

二）土地利用制度（建てられる施設の誘導 

  等の制度）については伊賀市土地利用 

  条例により全市統一する。（上野西部地 

  区については市街化区域の指定は無く 

  なりますが用途地域の設定はそのまま 

  残るため大きな変更は無いようです。）

尚、今回の見直しにあたり都市計画税の新

たな徴収は検討してないとの説明がありま

した。 

 5 月 17 日、上野西部地区市民センター

にて 5月 27日開催の総会に向け今期から

就任された自治会長も出席されて運営委

員会が開かれました。 

 議事は総会開催日を決定、総会上程議案

の内容について協議しました。各部会長か

らの活動報告があり、引き続いて基本方針

案、部会別事業計画案や予算案を協議しま

した。最後に上野文化美術保存会ホームペ

ージ企画委員会から各祭町に新しく作る

上野天神祭のホームページに掲載する祭

りの情報（鬼だんじりやお祭りグッズ）の

提出依頼がありました。 
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 上野天神祭りは地域の皆様の長年にわたるご

支援のお陰を持ちましてこの度ユネスコ無形文

化遺産に登録されました。改めて厚くお礼申し上

げます。 

 さて 400 年の歴史ある上野天神祭は今まで 10

月 25日が本祭りでありましたが、50年先さらに

22 世紀を見据え上野天神祭が伊賀市民の皆さま

と共に継承・発展し続けるためにこの度開催日を

金・土・日に変更いたしました。今まで祭にご協

力戴いてまいりました皆様方には突然の話で大

変恐縮でありますがこれからも従前以上のご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

    上野文化美術保存会長  八 尾 光 祐 

上野天神祭りの保持団体である上野文化美

術保存会では今回の登録を記念し公式ホー

ムページを今秋に立ち上げる企画を現在進

めています。そして同ホームページには祭関

連商品を上野天神祭公認グッズとして掲載

したく考えております。 

 つきましては関連の商品を募集いたしま

す。既にお持ちやこれから商品等の開発を検

討されている方で掲載にご協力いただける

方は保存会事務局までご連絡ください。主な

掲載条件は次の通りです。 

対象業者 伊賀市内に事業所がある方 

掲載費用 保存会の関係町（上野西部地区 

  内）の方は初回アップ・当面の維持費、 

  外部リンクを張らない場合は無料。 

  他の条件についてはお問い合わせ下さ 

  い。但し、画像処理等特殊作業が必要な 

  場合は実費負担願います。 

商品販売 各事業者で責任をもって販売下 

  さい。保存会の手数料などは必要ありま 

  せん。 

掲載個数 1事業者 1個（原則） 

申込・問合わせ先 

  上野文化美術保存会事務局 

         伊賀市上野福居町 

         ☎0595-23-9779 

申込期日 平成 29年 8月 4日 

他 簡単な審査を致します。尚ご提案いただ 

  きましてもご希望にそえない場合があ 

  りますことをご了承ください。   


